
平成３０年１０月から

以下の①～④の全ての要件を満たした場合、年間平均額により随時改定を届出ることができます。

【随時改定における年間平均保険者算定イメージ】
６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月

標準報酬月額【Ａ】

標準報酬月額【Ｂ】

　　　月額対象月前：９カ月 月額対象月：３カ月

年間平均額を用いた随時改定については、年間平均額を用いた定時決定同様、事業主が被保険者の
同意を得た上で申したてることとなります。
詳細は、以下のとおりとなります。
申立てをご希望の事業所様については、当組合より下記書類をお送りいたしますので、ご連絡ください。

（１）「健康保険 被保険者報酬月額変更届」 … 備考欄に「年間平均」と記入してください。また、「⑯修正

　　 平均額」欄に年間平均の額を記入してください。

（２）「年間報酬の平均で算定することの申立書（随時改定用）」…【様式１】

（３）「健康保険 厚生年金保険 被保険者報酬月額変更届・保険者算定申立に係る例年の状況、標準報

　 　酬月額の比較及び被保険者の同意等（随時改定用）」…【様式２】

　   ※必要に応じて、賃金台帳等の資料を提出していただく場合があります。

　随時改定の標準報酬月額【Ａ】と、年間平均額の標準報酬月額【Ｂ】に生じる差が「業務の
　性質上例年発生することが見込まれること」。

　現在の標準報酬月額と年間平均額の標準報酬月額【Ｂ】との間に「１等級以上の差」があ
　ること。

改定要件
③

改定要件
④

平成３０年１０月改定（平成３０年７月以降に固定的賃金が変動するもの）以降の随時改定につい
て、定時決定と同様に、年間平均額による保険者算定を届出ることができるようになります。

年間平均額を用いた随時改定の改定要件

　現在の標準報酬月額と随時改定の標準報酬月額【Ａ】との間に「２等級以上の差」が生じ
　ていること。

　随時改定の標準報酬月額【Ａ】と、年間平均額の標準報酬月額【Ｂ】との間に「２等級以上
　の差」があること。

改定要件
①

改定要件
②

（定義１） 随時改定の標準報酬月額 

       【Ａ】：昇給月または降給月以後の継続した３ヵ月間に受けた固定的賃金および非固定的賃金の 

                               平均額 

（定義２） 年間平均の標準報酬月額 

       【Ｂ】：①  昇給月または降給月以後の継続した３ヵ月の間に受けた固定的賃金の月平均額 

                             ②  昇給月または降給月前の継続した９ヵ月と昇給月または降級月以後の継続した３ヵ月             

              の１２ヵ月に受けた非固定的賃金の月平均額 

                      ①，②を合算した額から算出した標準報酬月額 

    通常月変 

変動 

年間平均 

ＮＥＷ 

年間平均額により随時改定を届け出ることができます 

年間平均額を用いた随時改定の届出方法 


